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六

し
、
田
内
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
麓
え
る
。

出
向
語
法
人
が
適
格
分
割
、
適
格
現
腕
初
出
資
又
は
適
格
現
物
分
担
〈
連
絡
現
物
分
説
に
あ
っ
て
は
、
残
余
財
産
の
全
部
の

分
寵
を
除
く
べ
以
下
こ
の
墳
に
お
い
て

「
適
格
分
鰐
等
い
と
い
う
。
〉
に
よ
り
分
観
承
継
法
人
、
被
現
物
出
議
法
人
又
は

被
現
物
分
配
法
人
に
デ
リ
パ
テ
ィ
ブ
取
引
〈
為
替
予
約
取
引
等
を
除
く
。
〉

立
係
る
契
約
後
移
転
す
る
場
合
に
は
、
当
該

適
格
分
鶴
等
の
討
の
前
日
を
事
業
年
震
度
終
?
の
日
と
し
た
場
合
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
…
叫
引
算
さ
れ
る
当
該
デ
ワ
バ
テ
ィ
ブ

取
間
引
に
係
る
み
な
し
決
済
損
益
額
に
梧
き
す
る
金
額
は
、
当
該
適
格
分
割
等
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
所
持
の
金
額
の

計
算
上
、
益
金
の
額
又
は
損
金
の
額
に
算
入
す
る
。

第
六
十
一
条
の
ふ
ハ
第
-
噴
中
コ
」
の
瑛
及
が
第
一
一
一
寝
」
を
「
こ
の
条
」
に
改
め
、

「
鍛
る
い
の
下
に
す
次
項
む
お
い
て

同
じ
い
を
知
加
え
、

益
轍
い
は
、

「
第
間
噴
い
を
「
第
五
稽
い
け
い
、

「
和
識
の
轍
又
は
横
失
の
額 

相
当
す
る
金
額
」
を
「
み
な
し
決
済
制
倒

M
L

平
叫
ん
織
に
相
当
す
る
金
額
」

を
「
為
替
換
算
差
額
」
に
改
め
、

「
…
計
算
し
た
金
額
い

を
怒
え
、
問
問
条
第
一
一
項
を
次
の
よ
う
己
改
め
る
。 

の
下
に
「
(
次
壊
に
お
い

「
有
効
決
務
損
益
額
」
と
い
う
。
)
」

内
霞
語
人
が
、

て
、
遺
格
分
倒
的
又
は
適
絡
現
物
出
資
(
以
下
と
の
壌
に
お
い
て

へ
ツ
ジ
対
象
資
産
等
損
失
額
を
減
少
さ
せ
る
た
め
に
デ
ワ
パ
テ
ィ
ブ
取
出
等
を
行
っ
た
場
合
に
お
い

「
適
格
分
割
等
」
と
い
う
。
〉
に
よ
り
分
割
承
継
法
人
又 

o 


。
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は
被
現
物
出
資
法
入
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
分
割
承
締
法
人
等
」
と
い
う
。
)
に
当
該
デ
リ
パ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係

る
契
約
を
移
転
じ
、

か
っ
、
当
該
適
格
分
割
等
に
よ
り
議
項
第
一
号
に
規
定
す
る
資
産
若
し
く
は
負
債
(
当
該
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
取
引
等
に
よ
り
ヘ
ッ
ジ
対
象
資
産
等
携
失
額
を
誠
少
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
に
絞
る
。
)

の
移
献
を
し
、

又
は

現
第
…
一
号
に
規
定
す
る
金
銭
〈 
均
一
技
ヂ
リ
パ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
よ
り
ヘ
ッ
ジ
対
象
潔
幾
等
損
失
額
そ
減
少
さ
せ
よ
う
と
す

る
も
の
に
限
る
。
)
を
当
該
分
割
承
締
法
人
等
が
受
汁
敬
り
、
若
し
く
は
支
払
う
こ
と
と
な
る
と
き
〈
当
該
内
閣
法
人
が

当
該
適
格
分
割
等
の
誌
に
当
該
デ
リ
パ
テ
ィ
ブ
取
引
等
の
決
携
を
し
て
い
た
場
合
に
は
、
当
該
適
格
分
割
等
に
よ
り
問
項

W

第
一
口
守
に
規
定
す
る
謙
譲
若
し
く
は
負
債
(
当
該
デ
リ
パ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
よ
り
ヘ
ツ
ジ
対
象
資
産
等
損
失
額
を
減
少
さ

せ
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
立
製
る
。
〉

の
移
転
を
し
、

又
は
向
調
期
二
号
に
規
定
す
る
金
銭
(
当
該
デ
リ
パ
テ
ィ
ブ
取
引

等
に
よ
り
ヘ
ッ
ジ
対
象
泌
氏
議
等
損
失
翻
を
減
少
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
に
限
る
。
〉
を
当
該
分
制
滋
締
法
人
等
が
受

け
取
り
、
若
し
く
は
支
払
う
と
と
と
な
る
と
き
〉
は
、
当
該
適
格
分
割
等
の
自
の
議
日
を
事
業
年
度
終
了
の
自
と
し
た
場

合
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
当
該
デ
リ
パ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
有
効
決
務
損
益
額
に
相
当
す
る
金
額
誌
、
第

六
十
一
条
の
罰
第
一
一
壊
、
前
条
第
二
項
及
、
び
第
六
十
一
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
誼
格
分
裂
等
の
日

の
属
す
る
事
業
年
療
の
一
納
得
の
金
額
の
計
算
上
、
益
金
の
額
又
は
損
金
の
鱗
に
算
入
し
な
い
。 
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第
六
十
一
条
の
六
第
三
項
中
「
、
適
格
現
物
出
資
又
は
適
格
事
後
設
立
(
」

「
適
格
組
織
再
編
成
」
を
「
適
格
合
併
等
」

伊
」
、

(
以
下
」
に
、

「
又
は
適
格
現
物
出
資
(
以
下
」

を

「
、
現
物
出
資
法
人
又
は
事
後
設
立
法
人
(
」
を
「
又
は
現
物
出
資
法
人

「
第
一
項
に
規
定
す
る
デ
リ
パ
テ
ィ
ブ
取
引
等
(
以
下
乙
の
項
に
お
い
て

「
デ
リ
パ
テ
ィ
ブ
取
引
等
」

V

つ
。
)
」

を

「
デ
リ
パ
テ
ィ
ブ
取
引
等
」
に
改
め
、

「
(
同
項
」

の
下
に
「
又
は
前
項
」

を
加
え
、

「
か
ら
同
項
第
一
号
」

を
「
か
ら
第
一
項
第
一
号
」

損
益
額
」
に
、

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
政
令
で
定
め
る
と
乙
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
」

「
有
効
決
済

を

「
前
一
一
一
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

前
三
項
に
規
定
す
る
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
と
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
(
第
六
十
一
条
の
八
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
先
物
外
国
為
替
契
約
等
に
基
づ
く
も
の
及
び
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省

令
で
定
め
る
取
引
を
除
く
。
)
を
い
う
。

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
デ
リ
パ
テ
ィ
ブ
取
引

第
六
十
一
条
の
二
第
十
九
項
(
有
価
証
券
の
空
売
り
を
し
た
場
合
の
譲
渡
利
益
額
又
は
譲
渡
損
失
額
の
計
算
)

定
す
る
有
価
証
券
の
空
売
り
並
び
に
同
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
信
用
取
引
及
、
び
発
行
日
取
引 
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伊
」
、

と
い規
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七
九

2 

第
六
十
一
条
の
九
第
二
演
に
規
定
す
る
外
貨
建
資
産
相
対
を
取
得
し
、
マ
〈
は
発
生
渡
せ
る
敬
和

第
六
十
一
条
の
七
第
一
事
中
立 

粂
第
二
現
」
を
「
前
条
第
四
項
い
に
改
め
、

吋
限
る
い

の
下
む
つ
次
噴
に
お
い
て
問

じ
」
を
、

「
叫
吋
副
葬
し
た
金
額
い
の
下
に

「
〈
次
唱
に
お
い
て

「
ヘ
ツ
ジ
対
象
有
蔽
証
券
鍔
緩
差
額
」
と
い
う
。
)
い
を
加

え
、
田
内
条
第
三
項
中
「
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
」

を
「
ヘ
ツ
ジ
対
象
有
錨
誼
券
評
価
差
額
」
に
、

三
部
二
車
ハ
」

を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、

開
条
第
二
項
中
「
遥
格
題
畿
一
再
一
編
成
」
を
「
適
格
合
併

等
」
に
、

「
(
議
項
」
を
「
(
第
一
項
又
は
前
項
」
に
、

「
訪
問
項
に
」
を
「
第
一
項
に
」
に
改
め
、

南
署
を
田
内
条
第
三
項
と

mv

し
、
需
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

内
部
法
人
が
、

ヘ
ツ
ジ
対
象
有
価
証
券
損
失
額
を
減
少
さ
せ
る
た
め
に
デ
リ
パ
テ
ィ
ブ
取
引
等
を
行
っ
た
場
合
に
お
い

て
、
議
格
分
割
又
は
溜
絡
現
物
出
資
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
適
務
分
鶴
等
い
と

ぅ
。
)
に
よ
り
分
割
承
継
法
人
又

拭
被
現
物
出
資
法
人
に
当
核
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
係
る
繋
約
を
移
転
し
、
か
っ
、
当
該
譲
格
分
割
等
に
よ
り
売
輿
日

的
外
有
様
設
券
〈
当
該
ヂ
リ
パ
テ
ィ
ブ
取
引
等
に
よ
り
ヘ
ツ
ジ
対
象
有
儲
経
券
搬
失
額
そ
減
少
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
に

諮
る
。
〉
を
移
較
ム
す
る
と
き
〈
当
核
内
悶
法
人
が
溺
絞
適
格
分
離
等
の
訟
に
当
該
ヂ
リ
パ
テ
ィ
ブ
取
前
等
の
決
済
そ
し
て

い
た
場
合
に
は
、
当
該
適
格
分
割
等
に
よ
り
指
鼠
目
的
外
有
艇
粧
券
〈
出
競
デ
リ
バ
デ
ィ
ブ
取
引
等
に
よ
り
ヘ
ツ
ジ
対
象
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有
価
証
券
損
失
額
を
減
少
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
に
限
る
。
)
を
移
転
す
る
と
き
)
は
、
当
該
適
格
分
割
等
の
日
の

前
日
を
事
業
年
度
終
了
の
日
と
し
た
場
合
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
当
該
売
買
目
的
外
有
価
証
券
に
係
る
へ
ツ

ジ
対
象
有
価
証
券
評
価
差
額
に
相
当
す
る
金
額
は
、
当
該
適
格
分
割
等
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算

上
、
損
金
の
額
又
は
益
金
の
額
に
算
入
す
る
。

第
六
十
一
一
条
の
八
第
三
項
中
「
適
格
組
織
再
編
成
」
を
「
適
格
合
併
等
」
に
改
め
る
。

第
六
十
一
条
の
九
第
一
項
第
一
号
ロ
中
「
と
の
項
及
、
び
次
項
」
を
「
と
の
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
相
当
す
る
金

額
」
の
下
に
「
(
次
項
に
お
い
て

「
為
替
換
算
差
額
」
と
い
う
。
)
」
を
加
え
、

同
条
第
三
項
中
「
前
項
の
差
額
に
相
当
す

る
金
額
」
を
「
第
二
項
に
規
定
す
る
為
替
換
算
差
額
」
に
、

「斗削二車円」

を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と

し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

内
国
法
人
が
適
格
分
割
、
適
格
現
物
出
資
又
は
適
格
現
物
分
配
(
適
格
現
物
分
配
に
あ
っ
て
は
、
残
余
財
産
の
全
部
の

分
配
を
除
く
。
以
下
と
の
項
に
お
い
て

「
適
格
分
割
等
」
と
い
う
。
)
に
よ
り
分
割
承
継
法
人
、
被
現
物
出
資
法
人
又
は

被
現
物
分
配
法
人
に
外
貨
建
資
産
等
(
当
該
適
格
分
割
等
の
日
の
前
日
を
事
業
年
度
終
了
の
日
と
し
た
場
合
に
期
末
時
換

算
法
に
よ
り
そ
の
金
額
の
円
換
算
額
へ
の
換
算
を
す
る
と
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
を� 



( 
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移
転
す
る
場
合
に
は
、
当
該
漉
格
分
割
等
の
自
の
傍
受
事
業
年
度
総
了
の
日
と
し
た
場
合
に
荊
磯
の
線
建
に
よ
り
計
算

さ
れ
る
部
該
外
貨
建
資
産
等
に
部
る
為
替
換
算
護
識
に
紹
当
ず
る
金
額
は
、
出
ベ
刊
絞
漉
格
分
割
等
の
慌
の
矯
ず
る
事
業
年
牒

の
一
所
得
の
金
額
の
計
算
上
、
益
金
の
額
又
は
損
金
の
懇
に
算
入
す
る
。

第
六
十
一
条
の
十
第
二
項
中
「
適
格
分
投
恕
分
割
前
、
譲
格
現
物
出
資
又
は
適
格
事
後
設
立
」
を
「
適
格
分
割
又
は
撞
格
現

物
出
資
」
に
、

「
適
格
分
社
型
分
割
等
」
を
「
遥
格
分
割
等
」
に
、

「
.
被
現
物
出
資
法
人
又
は
被
事
後
設
立
一
語
人
」
を

「
又
は
被
現
物
出
資
法
人
」
に
、

「
移
転
し
た
」
を
「
移
転
す
る
」
に
改
め
、

「
計
算
さ
れ
る
」

の
下
に
「
当
該
先
物
外
国

為
替
契
約
等
に
係
る
」
を
加
え
、
同
条
第
一
一
一
寝
中
「
適
格
分
社
型
分
割
等
」
を
「
適
格
分
割
等
」
に
改
め
、
問
問
条
第
四
項
中

っ
議
格
現
物
出
資
又
は
適
格
事
後
設
立
」
を
「
又
は
適
格
現
物
出
資
」
に
、

「
適
格
組
識
再
結
成
」
を
「
遺
搭
合
併
等
」

「
、
明
物
出
資
法
人
文
は
事
後
設
立
法
人
い
を
「
又
は
現
物
出
資
法
人
」
に
改
め
る
。

第
六
十
一
条
の
十
一
第
一
…
嶋
中
「
抱
の
内
締
法
人
の
う
ち
」
を
「
他
の
内
国
法
人
と
に
、

員
一
条
に
規
定
す
る
光
金
支

配
関
係
を
有
す
る
も
の
ご
そ
ぶ
ま

条
第
一
一
岐
に
お
い
て
問
じ
。
〉
そ
有
す
る
も
の
に
綴
る
も
の
と
し
、
い
に
改
め
、
細
川
現
第
一
口
守
中
「
設
立
さ
れ
、
か
っ
、
当

該
内
国
法
人
が
」
を
「
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
り
、
か
っ
、
」
に
改
め
、

「
継
続
し
て
」
の
下
に
「
当
該
内
閣
鵠
人
と
」
を



。


、 

O 

加
え
、

「
の
猪
狩
務
株
式
(
議
日
が
有
す
る
出
初
日
の
株
式
を
除
く
。
第
四
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
全
部
を
産
接

又
は
州
問
機
に
保
有
し
て
い
る
」
を
「
と
の
捕
に
当
談
内
国
法
人
に
よ
る
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
」
に
改
め
、
間
環
綴
…
一
号
中

叶
当
議
内
関
法
人
が
」
そ
前
り
、

「
法
人
の
発
作
済
株
式
又
は
出
資
〈
闘
臼
が
存
ず
る
・
白
日
の
株
式
又
は
出
資
を
総
く
。
以

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

「
発
行
済
株
式
等
」
と
い
う
。
)

の
全
部
を
直
接
又
は
間
接
に
保
有
し
て
い
る
」
そ
「
当
該

内
閣
法
人
と
法
人
と
の

当
該
山
内
模
法
人
に
よ
る
山
元
金
支
配
関
係
が
あ
る
」
に
改
め
、

日
内
情
明
第 

刊一

「
当
該
内
題
法
人

に
発
行
持
株
式
等
む
全
部
を
産
譲
又
は
間
譲
に
課
有
さ
れ
て
い
る
法
人
」

を
「
当
設
内
部
語
人
と
の
需
に
当
該
内
閣
法
人
に

よ
る
完
全
支
記
欝
揺
が
あ
る
法
人
」
に
、

「
に
発
行
詰
株
式
等
の
全
部
を
誼
接
又
は
間
間
接
に
保
有
す
る
法
人
」

を
「
に
当
該

内
国
法
人
と
の
霞
に
完
全
支
車
関
係
が
あ
る
他
の
法
人
」
に
改
め
、

「
当
該
内
圏
法
人
が
」
を

「
当
該
発
行
諸
税
式

等
の
全
部
を
藍
譲
又
誌
時
間
譲
に
保
有
し
て
い
る
場
合
の
当
該
法
人
」

を
「
当
該
内
国
法
人
と
当
該
建
の
法
人
と
の
詞
に
当
該

内
閣
法
人
に
よ
る
完
全
支
配
撲
部
が
あ
る
場
合
の
当
該
他
の
法
人
」
に
改
め
、
同
事
第
題
号
中
「
又
は
完
全
子
法
人
」

に
「
を
株
式
交
換
完
全
部
税
法
人
と
す
る
盤
格
株
式
交
換
」
を
加
え
、

「
適
格
株
式
交
換
を
一
行
い
」
を

「
行
わ
れ
」
に
改
め
、

「
当
該
内
密
法
人
が
い
を
期
り
、

「
継
続
し
て
」

の
下
に
「
当
該
内
間
法
人
と
」
を
鍛
え
、

「
の
蹴
兆
一
行
詰
掠
式
の
全
部
を
臨

按
又
は
間
識
に
保
有
し
て
い
る
い
を
「
と
の
開
に
当
骸
内
問
法
人
に
よ
る
完
全
文
寵
開
隣
接
が
あ
る
い
に
改
め
、
問
雨
明
第
五
口
調
勺

J

八

の

下




八

中
「
、
合
併
類
加
制
連
務
分
割
型
分
割
(
合
併
に
類
す
る
分
裂
型
分
割
と
し
て
政
令
で
定
め
る
分
割
の
う
ち
適
格
分
割
聖
分
嵩

に
該
当
す
る
も
の
な
い
う
。
弘
下
こ
の
号
及
、
び
次
条
第
一
一
項
第
一
一
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
)
」
、

「
当
該
適
格
合
併
等
に
諮
る

被
合
併
法
人
、
分
観
法
人
、
株
式
交
換
完
全
子
法
人
文
は
綜
式
移
転
完
全
子
法
人
が
い
及
び
「
、
調
核
合
併
類
矧
瀦
格
分
倒
的

離
分
割
の
自
の
鵡
記
」
を
掛
り
、

「
発
行
済
株
式
等
の
金
擦
を
直
後
又
は
問
機
に
探
'
有
し
て
い
た
」
そ
「
当
該
適
格
合
併
等

に
係
る
被
合
併
法
人
、
株
式
交
換
完
全
子
法
人
又
詰
株
式
移
乾
完
全
子
法
人
(
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
被
合
併
法
人
等
い

と
い
う
。
)
と
の
需
に
当
該
被
合
併
法
人
等
に
よ
る
完
全
支
配
関
係
が
あ
っ
た
」
ピ
、

丹
市
り
発
行
済
株
式
等
の
全
部
を
重
譲

F

又
は
間
間
接
記
」
を
「
と
の
院
に
当
該
内
患
法
人
に
よ
る
完
全
支
配
関
係
を
」
に
、

「
当
該
市
内
国
法
人
が
当
該
」
を
「
当
該
」

「
当
該
発
行
済
株
式
等
の
全
部
品
化 
直
接
又
は
間
援
に
保
有
し
て
い
る
い
を
「
当
該
市
内
題
法
人
と
当
一
一
説
法
人
と
の
間
む
当

館
内
開
法
人
に
よ
る
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
」
に
殺
め
、
部
門
職
第
六
号
中
吋
〈
当
該
内
側
州
法
人
が
い
な
吋
(
こ
れ
ら
の
熊
取

り
に
諮
る
株
式
が
発
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
」
、
に
、

「
取
得
溶
株
式
等
(
そ
の
発
行
満
株
式
等
の
う
ち
湯
銭

内
国
法
人
が
こ
れ
ら
の
買
取
り
の
直
前
に
直
譲
又
泣
間
接
に
保
有
し
て
い
た
も
の
を
い
う
。
〉
の
全
部
を
産
接
又
は
間
接
に

県
有
し
て
い
た
」
を
「
当
該
内
国
法
人
と
の
関
に
当
該
内
冨
法
人
に
よ
る
完
全
支
記
積
需
が
あ
っ
た
」
に
、

「
の
発
行
済
株

式
等
の
全
部
を
龍
接
又
は
間
接
に
」
を
「
と
の
慢
に
当
競
内
国
法
人
に
よ
る
完
全
文
盟
関
判
孫
を
い
に
、

「
当
該
内
出
向
法
人
が
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そ
の
」
を

「
そ
の
」
に
、

「
発
行
済
株
式
等
の
全
部
を
直
接
又
は
間
接
に
保
有
し
て
い
る
」
を
「
内
国
法
人
と
当
該
法
人
と

の
間
に
当
該
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
発
行
撰
株
式
又
は
発
行
持
株
式
等
の
全
部
を
直
接
又
は

間
接
に
保
有
す
る
賎
係
の
判
定
」
を
辺
倒
一
頃
の
規
定
に
よ
り
問
項
に
規
定
す
る
評
酒
議
文
は
辞
額
損
を
益
金
の
額
又
は
揖
金

の
額
に
算
入
さ
れ
た
資
産
の
艇
簿
鑑
額
」
に
、

品
川
項
」
を
「
同
鳴
い
に
改
め
る
。

第
六
十
一
条
の

ニ
第
一
壌
中
「
第
四
条
の
…
…
〈
瀧
結
納
税
磯
務
者
〉
に
蝶
定
ず
る
い
な
制
的
り
、
間
期
明
鵠
一
間
守
中
「
発
行

務
株
式
又
は
出
授
の
金
一
部
を
議
接
又
は
側
同
様
に
保
有
す
る
」
品
化
吋
当
該
漉
結
観
法
人
又
は
連
結
子
法
人
に
よ
る
光
金
支
配
関

係
が
あ
る
」
に
改
め
、
開
壊
第
一
一
一
号
ゃ
っ
合
併
類
似
滴
格
分
割
型
分
割
い
及
び 

一
↓
叫
誠
適
格
合
併
等
に
係
る
被
合
併
法

人
、
分
担
法
人
又
拭
林
式
交
換
完
全
子
法
人
が
」
を
削
り
、

「
発
行
済
株
式
等
の
全
部
を
建
議
又
は
問
問
擦
に
保
有
し
て
い

た
」
を
「
当
該
適
格
合
併
等
に
係
る
被
合
併
法
人
又
は
株
式
交
換
完
全
子
法
人
(
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
被
合
併
法
人

年
ざ
と
い
う
。
)
と
の
揺
に
当
該
競
合
併
法
人
等
に
よ
る
完
全
支
配
関
係
が
あ
っ
た
」
に
、

「
の
発
行
詩
株
式
等
の
全
部
を

直
接
又
は
間
諜
に
」
を
「
と
の
簡
に
当
該
連
結
親
法
人
に
よ
る
完
全
支
配
関
係
を
」
に
改
め
、
問
項
第

号
中
「
{
当
該
連

結
親
法
人
が
」
を
「
(
こ
れ
ら
の
翼
取
り
に
係
る
株
式
が
発
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
」
に
、

「
取
得
済
株
式

等
(
そ
の
発
行
漬
株
式
紘
一
せ
の
う
ち
当
該
連
結
親
法
人
が
こ
れ
ら
の
買
取
り
の
直
前
に
置
接
又
は
間
接
に
保
存
し
て
い
た
も
の

J

;， 
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を
い
う
。
)

の
全
部
を
蓋
接
又
は
間
損
に
謀
有
し
て
い
た
」
を
「
当
該
連
結
親
法
人
と
の
関
に
当
該
連
絡
銀
法
人
に
よ
る
完

金
支
配
関
係
が
あ
っ
た
」
に
、

「
の
発
作
済
株
式
等
の
全
部
を
重
接
又
は
間
接
に
」
そ
「
と
の
関
に
当
餓
連
結
親
法
人
に
よ

る
完
全
支
配
関
係
を
」
に
改
め
、
開
門
前
快
第
五
号
を
削
り
、

日
円
条
第
一
一
寝
中
「
発
行
決
機
式
又
は
発
行
済
株
式
等
の
全
部
を
渡

接
又
は
間
接
に
保
有
す
る
関
係
の
判
定
」
を
辺
倒
現
の
規
定
に
よ
り
同
恒
例
に
規
定
す
る
評
価
議
又
は
評
価
舗
を
益
金
の
額
又

は
援
金
の
翻
に
算
入
さ
れ
た
資
産
の
繰
簿
倒
額
」
に
、

ぷ
別
項
」
を
「
問
項
」
に
改
め
る
。

第
一
一
編
第
一
章
第
一
館
第
五
欽
第
六
巨
の
百
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六 
E

完
全
支
盟
関
係
が
あ
る
法
人
の
問
の
取
引
の
鋭
議

第
六
十
…
条
の
十
一
一
一
の
見
出
し
を
鮪
り
、
詞
条
第
一
頃
中
「
〈
第
十
五
条
の
ニ
第
一
一
境
(
連
結
事
業
年
疫
の
設
義
)
に
揺

建
ず
る
連
結
観
法
人
事
業
年
捜
鰭
拾
の
日
の
羽
一
品
目
か
ら
そ
の
終
了
の
日
ま
で
の
器
開
内
に
自
巴
を
分
語
法
人
と
す
る
分
割
型

分
裂
を
行
っ
た
連
結
法
人
又
は
当
該
期
間
内
に
自
己
を
披
合
併
法
人
と
す
る
適
格
合
併
(
当
該
内
閣
法
人
と
の
間
に
連
経
完

金
支
配
関
係
が
あ
る
連
結
法
人
を
合
併
法
人
と
す
る
も
の
に
限
る
。
)
を
行
っ
た
連
結
子
法
人
見
毅
る
。
第
一
一
一
環
ま
で
に
お

い
て
居
間
じ
。
〉
が
分
富
等
前
事
業
年
度
〈
当
該
分
寵
部
一
分
割
又
は
適
格
合
併
の
日
の
訴
時
の
罵
す
る
挙
幾
年
度
を
い
う
。
第

三
項
ま
で
に
お 
h
N

て
同
じ
。
)
に
お
い
て
」
を
「
〈
普
通
法
人
又
は
協
同
組
合
等
沈
盟
る
。
)
が
い
に
、八

ヌ

「
議
締
法
人
〈
」



O 
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八
六

十
ι

を
「
他
の
内
国
法
人
(
」
に
、
/
「
連
結
完
全
支
盟
関
係
が
あ
る
も
の
に
隈
る
。
次
噴
に
お

て
同
じ
い
を
ぶ
去 

2 が
あ
る
普
通
法
人
又
は
協
問
組
合
等
に
販
る
い
に
絞
め
、

「
〈
漉
格
挙
後
殺
虫
に
よ
り
被
挙
後
設
立
法
人
ピ
議
液
摺
議
欄
繋

資
産
を
移
転
し
た
場
合
及
、
び
株
式
又
は
出
資
を
そ
の
発
行
を
し
た
法
人
記
譲
渡
し
た
場
合
を
欝
く
。
)
い
を
削
り
、
一
「
当
該

議
護
に
」

を
「
そ
の
譲
護
に
」
に
、

「
当
該
超
え
る 

「
そ
の
謡
え
る
」
に
、

「
次
覆
及
び
第
四
項
」
を
「
以
下
こ
の

条
」
に
、

「
当
該
分
裂
等
前
挙
業
年
度
」

を
ご
で
の
講
捜
し
た
事
業
年
度
(
そ
の
誠
一
識
が
適
格
合
併
に
該
当
し
な

合
併
に

よ
る
合
併
法
人
へ
の
移
転
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
条
第
二
現
に
親
窓
ず
る
鍛
後
事
業
年
波
〉
」
に
改
め
、
同
条
第
ニ
壌
か
ら

第

項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

内
国
法
人
が
譲
渡
損
益
調
整
資
産
に
係
る
譲
渡
利
益
額
又
は
譲
護
掻
失
額
に
つ
き
前
寝
の
規
定
の
適
用
を
受
吋
た
場
合

に
お
い
て
、

そ
の
隷
擦
を
受
け
た
法
人
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
譲
受
法
人
」
と
い
う
。
}
に
お
い
て
当
核
議
議
綴
議

鋭
敏
応
資
産
の
譲
渡
、
議
部
、
評
価
換
え
、
銀
樹
れ
、
除
却
そ
の
地
の
政
令
で
定
め
る
挙
屈
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
譲
諜

L

を

撰
議
調
整
資
産
に
係
る
譲
控
利
益
額
又
は
譲
譲
損
失
額
に
相
当
す
る
金
額
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
内

罷
法
人
の
各
事
業
年
度
(
当
該
譲
控
利
件
後
額
又
は
譲
疲
蝦
失
額
に
つ
き
次
項
又
は
鰐
田
項
の
鰻
定
の
適
用
を
受
け
る
事
業

年
撰
以
後
の
事
幾
年
療
を
繰
く
。
〉
の
所
得
の
余
綴
の
計
算
上
、
議
会
の
額
又
は
損
金
の
額
に
算
入
す
る
。 
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内
患
法
人
が
譲
護
損
益
調
整
資
産
に
揺
る
譲
渡
科
益
額
又
は
譲
渡
損
失
額
に
つ
き
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場

合
(
当
該
譲
渡
撰
強
調
韓
資
産
の
適
格
合
併
記
該
当
し
な
い
合
併
に
よ
る
合
併
法
人
へ
の
移
較
に
よ
り
同
項
の
規
定
の
適

期
そ
受
け
た
場
合
そ
掠
く
。
〉
に
お
い
て
、
当
核
内
溺
法
人
が
当
該
譲
渡
撰
議
鍛
盤
滋
藤
忠
係
る
麟
受
法
人
と
の
黙
に
完

全
支
配
関
採
を
布
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
〈
次
に
掲
げ
る
事
由
に
基
一
因
し
て
完
全
支
配
関
係
そ
有
し
な
い
こ
と
と
な

っ
た
場
合
を
除
く
。
〉
は
、
当
該
議
諜
擦
益
調
整
資
産
に
係
る
譲
渡
判
明
益
額
又
は
譲
譲
損
失
額
に
相
当
刊
す
る
金
額
(
そ
の

有
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
の
前
自
の
嘉
す
る
事
業
年
度
前
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
又
は
各
連
結
事
業
年
変
の
連

結
一
所
得
の
金
額
の
計
算
上
益
金
の
額
又
は
護
金
の
額
に
算
入
さ
れ
た
金
額
を
捨
く
。
)

は
、
当
該
内
閣
法
人
の
当
該
議
自

の
講
ず
る
事
業
年
肢
の
所
得
の
金
棋
の
計
算
上
、
議
金
一
の
頼
又
は
接
金
の
鶴
に
算
入
す
る
。

当
該
内
閣
法
人
の
嫡
格
合
併
〈
合
併
法
人
〈
法
人
そ
設
立
す
る
瀦
梅
合
併
に
あ
っ
て
は
、
他
の
被
合
併
法
人
の
す
べ

て
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
)
が
当
核
市
内
題
法
人
と
の
間
に
完
全
文
盟
関
憐
係
が
あ
る
内
閣
法
人
で
あ
る
も
の
に
般

る
。
)

に
よ
る
解
散

当
該
譲
受
法
人
の
適
搭
合
併
(
合
併
法
人
が
当
該
譲
受
法
人
と
の
簡
に
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
内
冨
法
人
で
あ
る
も

の
に
罷
る
。
)
に
よ
る
解
散

/
¥ド 

八
七
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第
六
十
一
条
の
十
一
第
一
一
明
〈
鴻
締
結
税
の
網
開
始
む
伴
う
潔
離
の
時
価
評
価
損
議
〉
に
捜
定
ず
る

の
山
内
部
法
人
又
は

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
仙
の
内
悶
法
人
が
第
六
十
一
条
の
十
一
第
一
一
明
に
規
定
す
る
選
結
需
給
議
議
事
業
年
麗
〈
以
下

こ
の
明
引
に
お
い
て

「
連
結
開
始
組
前
一
事
業
年
度
い
と
や
っ
。
) 

〈
は
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
連
結
加
入
童
話
事
業
年
度

(
以
下
乙
の
項
に
お
い
て

「
連
結
加
入
直
前
事
業
年
震
」
と
い
う
。
)
以
前
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
譲
護
摸
益
調
整
資

産
に
集
る
譲
渡
利
益
額
又
は
譲
渡
損
失
額
に
つ
き
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
法
人
で
あ
る
場
舎
に
は
、
当
該
譲
渡

損
益
霧
整
資
産
に
係
る
譲
渡
利
益
額
又
は
譲
接
讃
失
禁
に
何
相
当
す
る
金
額
(
当
該
連
結
開
始
康
前
事
業
年
度
又
詰
当
該
連

結
部
入
直
前
事
業
年
度
前
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
メ
は
各
連
結
事
業
年
牒
の
連
結
所
得
の
金
額
の
計
算
上
益
金
の

額
又
は
績
金
の
穣
に
算
入
さ
れ
た
金
額
を
除
く
。
紋
下
こ
の
壌
に
お
い
て

「
織
機
機
磁
調
松
川
額
」
と
い
う
。
〉
は
、
議
機

繍
識
調
整
難
援
の
う
ち
議
線
機
議
翻
絡
網
が
少
制
械
で
あ
る
も
の
そ
の
抱
の
政
令
で
定
め
る
も
の
に
係
る
譲
渡
論
議
調
整
額

を
総
ぎ
、
当
該
議
結
開
始
斑
前
事
業
年
度
又
は
連
絡
加
入
議
続
事
業
年
農
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
、
議
金
の
額
又
は
機

金
の
額
に
算
入
す
る
。

第
六
十
一
条
の
十
三
第
五
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
問
問
条
第
四
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

国
語
人
が
譲
渡
損
益
調
整
資
産
に
係
る
譲
渡
利
益
額
又
ほ
譲
護
損
失
額
に
つ
き
第
一
項
の
規
定
の
護
用
を
受
け
た
場

V
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合
に
お
い
て
、
当
該
内
部
法
人
が
滴
格
合
併
〈
合
併
法
人
〈
法
人
を
設
立
す
る
溜
格
合
併
に
あ
っ
て
は
九

の
被
合
併
法

人
の
す
べ
て
)
が
当
談
内
衛
法
人
と
の
時
に
発
金
支
配
関
節
が
あ
る
内
閣
法
人
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
〉
に
よ
り
解
散
し

た
と
き
は
、
当
該
適
諮
合
併
併
に
係
る
合
併
法
人
の
当
該
適
格
合
併
の
践
の
属
す
る
事
業
年
産
以
後
の
各
事
業
年
度
に
お
い

て
は
、
当
該
合
併
法
人
安
当
該
競
技
利
義
額
又
法
譲
渡
損
失
額
に
つ
き
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
法
人
と
み
な
し

て
、
こ
の
条
の
規
定
を
遊
間
用
ず
る
。

内
密
法
人
が
譲
諜
損
益
譲
整
資
産
に
揺
る
譲
渡
利
援
額
又
は
譲
渡
損
失
額
に
つ
き
第
一
一
頃
の
規
定
の
適
用
加
を
受
け
た
場

舎
に
お
い
て
、
当
該
譲
諜
損
控
調
礎
資
産
に
係
る
譲
受
法
人
が
適
格
合
併
、
適
格
分
割
、
適
格
現
物
出
糞
又
は
適
格
現
物

分
配
〈
合
併
法
人
、
分
割
承
継
法
人
、
被
現
物
出
燦
法
人
又
は
被
現
物
分
配
法
人
〈
法
人
を
設
立
す
る
適
務
合
併
、
瀦
絡

分
裂
又
は
適
格
現
物
出
資
に
あ
っ
て
は
、
能
の
被
合
併
法
人
、

の
分
割
法
人
又
は
龍
の
現
物
出
資
法
人
の
す
べ
て
〉
が

当
該
譲
受
法
人
と
の
関
に
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
内
国
法
人
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
)
に
よ
り
合
併
法
人
、
分
割
承
継
法

入
、
被
現
物
出
資
法
人
又
は
被
現
物
分
配
法
人
〈
以
下
こ
の
壌
に
お
い
て

「
合
併
法
人
等
」
と
い
う
。
〉
に
当
競
鱗
漉
鱗

益
調
整
資
産
を
移
転
し
た
と
き
は
、

そ
の
移
転
し
た
日
以
後
に
終
了
す
る
当
競
内
部
法
人
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
は
、

当
該
合
併
法
人
等
を
当
該
譲
渡
損
益
調
整
資
産
に
係
る
譲
受
法
人
と
み
な
し
て
、
こ
の
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

八
九
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適
格
合
併
に
該
当
し
な

合
併
に
諮
る
被
合
併
法
人
が
当
該
合
併
に
よ
る
譲
捜
損
益
調
整
資
産
の
移
転
に
つ
き
第
一
項

2 7 
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
譲
渡
損
益
調
整
資
産
に
係
る
譲
渡
利
益
額
に
相
当
す
る
金
額
は
当
該
合
併
に

係
る
合
併
法
人
の
当
該
譲
護
損
益
調
整
資
産
の
取
得
価
額
足
算
入
し
な
い
も
の
と
し
、

当
該
譲
渡
損
益
調
整
資
産
に
係
る

議
綾
損
失
額
に
摺
当
ず
る
金
額
は
当
該
合
併
法
人
の
当
該
譲
渡
損
益
耀
援
資
産
の
敬
得
制
植
に
算
入
す
る
も
も
の
と
す
る
。

第
六
十
二
条
第
一
一
場
中
「
第
六
ナ
一
条
の
一
一
第
三
現
〈
布
部
証
券
の
議
綴
議
又
は
譲
渡
摘
の
議
金
又
は
繍
金
算
入
)
い
そ

「
第
二
十
四
条
第
一
一
項
〈
説
部
等
の
鱗
と
み
な
す
金
網
〉
い
に
段
め
、
山
内
条
第
一
一
項
中
「
又
は
分
割
型
分
離
」
、

吋
文
法
分

割
承
継
法
人
」
及
び
「
又
地
分
叡
前
事
業
年
牒
〈
分
割
法
人
の
分
割
型
分
制
約
の
討
の
前
日
の
属
す
る
事
業
年
農
を
い
う
。
次

条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
」
を
船
出
る
。

第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
又
は
適
格
分
割
型
分
割
」
、

「
又
は
分
裂
承
継
法
人
」
及
び
「
又
は
分
割
前
事
業
年
浸
」


を
部
り
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。


内
閣
法
人
が
適
格
分
割
型
一
分
器
に
よ
り
分
割
滋
継
法
人
に
そ
の
有
す
る
資
設
及
び
負
績
の
移
献
を
し
た
と
き
は
、
総
条

瓶
一
壊
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
誠
分
割
承
継
法
人
に
当
銭
移
献
を
し
た
議
巌
及
、
び
魚
僚
の
当
該
適
格
分
割
製
分
'
倒
的
の

擁
前
の
帳
簿
価
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
金
額
に
よ
る
引
継
ぎ
を
し
た
も
の
と
し
て
、
当
該
内
国
法
人
の
各
事
業
年
震
の

h 
O 



一

所
得
の
金
鍛
後
計
算
す
る
。

第
六
十
二
条
の
こ
第
三
項
中
「
第
一
項
(
適
格
分
割
裂
分
離
に
係
る
部
分
に
限
る
。
〉
」
を
「
前
噴
い
に
改
め
、

f
L

条
第
十
二
号
の
十
一
」
の
下
に
「
(
定
義
)
」
を
加
え
、

第
六
十
…
一
条
の
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(
現
物
分
担
に
よ
る
資
躍
の
議
接
〉

第
六
十
二
条
の
五

「
、
当
該
」
を
で

需
要
の
」
に
改
め
る
。

内
国
法
人
が
残
余
財
産
の
全
部
の
分
記
又
は
引
捜
し
(
遥
格
現
物
分
配
を
諜
く
。
次
嘆
に
お
い
て

じ
。
〉
に
よ
り
被
現
物
分
甑
法
人
そ
の
他
の
者
に
そ
の
有
す
る
資
産
の
移
転
を
す
る
と
き
は
、

当
該
被
現
物
分
配
法
人
そ

の
能
の
殺
に
当
核
移
転
な
す
る
資
避
の
当
該
残
余
財
避
の
擁
定
の
時
の
錨
額
に
よ
る
織
波
を
し
た
も
の
と
し
て
、
当
該
内

国
法
人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
を
計
算
す
る
。

残
余
震
産
の
全
部
の
分
記
又
は
引
渡
し
に
よ
り
設
現
物
分
配
法
人
そ
の

の
者
に
移
転
を
す
る
資
産
の
当
該
移
転
に
よ

る
譲
渡
に
係
る
譲
渡
利
益
額
(
当
該
譲
棋
に
係
る
対
癌
の
額
が
原
鑑
の
航
機
を
結
え
る
場
合
に
お
吟
る
そ
の
超
え
る
部
分
の

金
額
を
い
う
。
〉
又
は
畿
諜
撒
失
欄
〈
当
該
機
識
に
係
る
原
価
の
織
が
対
髄
の
額
そ
鵡
え
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
越
え
る

部
分
の
金
額
を
い
う
。
)
辻
、

そ
の
残
余
財
産
の
確
定
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
、
議
金
の
鎖
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又
は
損
金
の
額
に
算
入
す
る
。

内
閣
法
人
が
滴
格
現
物
分
配
に
よ
り
被
綴
物
分
慌
時
人
に
そ
の
有
す
る
資
臓
の
移
転
を
し
た
と
き
は
、
当
該
被
現
物
分

離
法
人
に 
w
d
核
移
転
な
し
た
資
撲
の
当
該
瀦
接
現
物
分
艶
の
護
前
の
帳
簿
価
額
〈
当
該
適
格
現
物
分
誕
が
残
余
財
産
の
会
中

部
の
分
艶
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
残
余
黙
設
の
確
定
の
時
の
帳
簿
価
額
)
に
よ
る
譲
櫨
を
し
た
も
の
と

て
、
当
該
内

国
法
人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
を
一
計
算
す
る
。

内
回
出
法
人
が
適
格
現
物
分
配
に
よ
り
資
産
の
移
転
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
収
益
の
額
は
、

そ
の
市
内
題
法
人
の
各

事
業
年
震
の
所
持
の
金
額
の
計
算
上
、
益
金
の
額
に
算
入
し
な
い
。

市
内
密
法
人
の
残
余
財
産
の
確
定
の 
H
の
頴
す
る
事
業
年
度
に
係
る
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
税
の
離
は
、
当
該
内

盤
法
人
の
当
叫
級
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
、
護
金
の
額
に
算
入
す
る
。

被
現
物
分
間
法
人
の
資
斑
の
取
得
制
鰍
そ
の
俄
斡
各
壌
の
織
窓
の
瀬
用
に
関
し
必
簡
潔
な
事
現
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
六
十
一
一
条
の
六
第
二
嶋
中
「
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
を
遡
剤
も
す
る
い
を
「
み
な
ず
い
に
改
め
る
。

第
六
十
一
一
条
の
七
第
二
山
川
日
中
「
特
定
資
本
関
係
法
人
」
を
「
支
配
関
係
法
人
い
に
、

「
特
定
資
本
欄
関
係
〈
第
五
十
七
条
第

…
~
一
項
〈
車
問
問
告
申
告
義
酬
を
提
出
し
た
事
業
年
度
の
欠
課
金
の
繰
越
し
)
に
規
定
す
る
特
定
資
本
関
係
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

O 


O 
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お
い
て
閉
じ
。
)
」
を
「
支
配
関
係
」
に
、

「
又
は
被
現
物
出
資
法
人
」
を
「
、
被
現
物
出
資
法
人
又
は
被
現
物
分
配
践

人
」
に
、

「
持
定
遺
格
合
併
等
(
適
格
合
併
」
を
「
特
定
適
格
組
議
再
}
編
成
等
(
適
格
合
併
若
し
く
誌
遊
格
合
併
に
該
当
し

m

な
い
合
併
で
第
六
十
一
条
の
十
三
第
一
頃
(
完
全
支
配
関
係
が
あ
忍
法
人
の
間
の
取
引
の
損
益
)

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も

の
い
に
、

「
又
は
議
格
現
物
出
資
」
そ
竹
、
議
総
務
物
出
資
又
は
瀧
格
現
物
分
配
」
に
、

「
第
五
十
七
条
第
五
項
」
を
「
第

五
十
七
条
欝 
出
演
(
資
金
申
告
書
を
提
出
し
た
事
業
年
度
の
欠
損
金
の
繰
越
し
〉
」
に
、

「
の
灘
格
合
併
等
」
を
「
の
適
搭

組
織
再
編
成
等
」

「
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
資
本
関
採
が
」
を
「
場
合
(
」
に
、

「
特
定
適
格
合
併
等
の 

」
を

伊
」
、

「
特
定
適
絡
組
織
再
離
成
等
の
日
〈
当
該
特
定
選
格
組
織
再
編
成
等
が
残
余
財
産
の
全
部
の
分
記
で
あ
る
場
合
に
は
、

E

残
余
財
産
の
臨
機
定
の
自
の
別
立
日
〉
」
に
、

「
特
定
漉
格
合
併
等
事
業
年
設
」
を
「
特
定
組
織
再
繰
成
事
業
年
度
い
に
、

後
に
生
じ
て
い
る
と
き
は
」
を
「
、
議
議
内
閣
法
人
の
設
立
の
日
又
捻
潜
該
支
配
関
保
法
人
の
設
立
の
設
の
う
ち
換
も
議
い

日
か
ら
離
続
し
て
当
該
内
閣
法
人
と
当
該
支
配
関
係
法
人
と
の
揺
に
支
艶
関
係
が
あ
る
場
合
と

て
致
令
で
定
め
る
場
合
を

除
く
。
)
に
は
」
に
、
「
特
定
資
本
関
係
が
生
じ
た
」
を
「
内
国
法
人
と
当
該
支
配
関
係
法
人
と
の
聞
に
最
後
に
支
記
出
演
採

が
あ
る
こ
と
と
な
っ
た
い
に
改
め
、
同
条
第
一
一
項
第
一
号
中
「
特
定
資
本
鍔
係
法
人
」
を
「
支
程
描
関
係
法
人
」
に
、

溺
絡
合
併
併
等
」
を
「
特
定
滴
絡
組
織
一
内
…
織
成
等
」
に
、

吋
航
空
定
紫
本
額
係
が
生
じ
た
」
晶
化
竹
内
摺
法
人
と
の
問 

議
後
に
交

M
L

そ
の

「
特
定 ιぇ
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車
問
出
係
が
あ
る
こ
と
と
な
っ
た
」
に
、

「
特
定
資
本
関
係
発
生
巨
」

を
「
支
軍
関
捺
発
生
日
」
に
改
め
、

項
第
二
号
中

「
特
定
資
本
開
孫
発
生
日
」
を

「
支
記
欝
係
発
生 

」
に
改
め
、
問
条
第
一
二
項
中
「
特
定
資
本
関
係
が
あ
る
」

を
「
支
配
関

係
が
あ
る
」
に
、

「
特
定
滴
格
合
併
等
」
を
「
特
定
適
格
組
織
再
編
成
等
い
に
、

吋
場
合
に
お
い
て
、
以
べ
一
銭
特
定
議
本
関
係

が
い
を
ぶ
窓
口
〈
い
に
、

「
以
後
に
生
じ
て
い
る
と
さ
い
を
「
、
調
餓
被
合
併
法
人
等
の
敵
立
の
日
又
は
当
誠
訟
の
被
合
併

法
人
等
の
設
立
の
日
の
う
ち
最
も
溶
い 

か
ら
継
続
し
て
当
該
被
合
併
法
人
等
と
当
該
抱
の
被
合
併
法
人
等
と
の

支
配

間
関
係
が
あ
る
場
合
と
じ
て
政
令
で
定
め
る
場
合
を
除
く
。
)
」
に
、

三
知
事
第
一
号
」
を
「
「
が
当
該
内
国
法
人
と
当
該
支

記
関
係
法
人
」
と
あ
る
の
は

「
が
第
三
要
に
規
定
す
る
被
合
併
法
人
等
と

の
設
合
併
法
人
等
」
と
、
前
項
第
一
号
」
之
、

nn

「
の
特
定
資
本
関
係
法
人
」
を

「
の
支
配
罷
係
法
人
」
に
、

「
当
競
特
定
資
本
欄
関
係
法
人 

を
「
当
絞
支
配
醸
係
法
人
が
当

毅
山
内
語
法
人
」
に
改
め
、

「
部
枝
被
合
併
法
人
等
」

R
の
下
に
「
が
尚
一
該
地
の
被
合
併
法
人
等
い
を
加
え
、

「
特
控
紫
本
欄
間
孫

発
生
器
い
そ
「
文
艶
関
係
発
生
時
い
に
、

吋
強
の
被
合
併
法
人
等
か
ら
」
晶
化
「
次
壊
に
規
定
す
る
他
の
被
合
併
法
人
等
か

ら
い
に
改
め
、
同
条
第
四
項
巾
「
特
定
資
本
関
係
詩
人
」
を
「
支
配
関
保
法
人
い
に
、

「
持
定
適
格
合
併
等
」
を

「
特
定
遺

格
総
議
高
額
成
等
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
特
定
適
格
合
併
等
」
を

「
特
定
適
格
組
織
再
編
成
等
」
に
改

め
、
問
問
条
第
七
項
を
削
り
、
同
条
第
八
項
を
需
条
第
七
項
と
す
る
。 

L

m



第
六
十
一
一
条
の
八
第
一
環
中 

の
散
時
倍
額
い

の
下
に
「
〈
第
六
十
一
条
の
十
一
ニ
第
七
項
〈
完
明
会
支
配
関
係
が
あ
る
法

人
の
慌
の
取
引
の
横
益
)

の
規
定
の
遡
患
が
あ
る
場
合
に
は
、
間
寝
の
規
定
の
漉

が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
の
取
得
価

額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
」
を
お
え
、

同
条
第
四
項
中
「
行
う
場
合
」

の
下
に
「
又
は
当
該
内
国
法
人
の
残
余

制
約
謹
が
確
定
し
た
場
合
」
を
、

辺
一
則
ロ
日

の
下
に
「
又
は
当
該
残
余
震
躍
の
確
定
の 

」
を
加
え
、

同
条
第
六
項
第
二
号
中

「
)
を
行
う
場
合
」

の
下
に

「
殺
し
く
は
そ
の
幾
余
財
産
が
機
寂
し
た
場
入
甘
い
そ
、

「
合
併
が
}
…
け
つ
場
合
い

の
下
に
「
潜
し

く
詰
当
該
残
余
計
別
藍
が
確
定
し
た
場
合
」
を
加
え
、

問
条
第
七
項
中
「
作
う
場
合
」

の
下
記
「 

〈
は
当
該
市
内
密
法
人
の
残
余

需
産
が
確
定
し
た
場
合
」
を
、

「
前
日
」

の
下
に
「
又
は
当
該
残
余
財
産
の
確
定
の
日
」

を
加
え
、

同
条
第
九
項
中
「
、
現

物
出
深
法
人
文
は
事
後
設
立
法
λ
い
を
「
又
は
現
物
出
資
法
人
い
に
、

「
、
適
格
現
物
出
資
又
は
遊
格
事
後
設
立
〈
以
下
こ

の
条
」
を
{
又
は
適
格
現
物
出
資
(
以
下
こ
の
条
い
に
、

「
議
機
総
織
再
繍
成
」
を
「
趨
格
合
併
等
い
に
、

で
被
現
物
出

資
法
人
又
は
被
事
後
設
立
法
人
(
次
項
」

を
「
又
は
被
現
物
出
資
法
人
‘
(
次
項
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
中
「
、
適
格
現
物

J

出
資
又
は
適
格
事
後
設
立
」
品
化
「
又
は
瀧
格
現
物
出
資
」

に
改
め
、
伺
号
イ
中
「
、
被
現
物
出
資
法
人
又
は
被
事
後
設
立
法

入
」
を
〔
又
は
被
現
物
出
資
法
人
い
に
絞
め
、
開
条
第
十
磯
及
び
第
十
一
一
頃
中
吋
唯
一
端
格
組
織
碍
編
成
」
を
夜
組
格
合
併
等
」

に
改
め
る
。

E

九
五
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第
六
十
二
条
の
九
第
一
項
中
「
遥
格
株
式
移
転
」

九
六

の
下
に
「
並
び
に
当
該
綾
式
交
換
又
は
株
式
移
転
の
直
前
記
当
該
内
閣

法
人
と
選
議
株
式
交
換
に
係
る
株
式
交
換
完
全
競
法
人
又
は
当
核
株
式
移
転
に
係
る
錦
の
株
式
移
転
完
全
子
法
人
と
の
部
門
札

完
全
文
慰
問
捕
係
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
議
議
株
式
交
換
及
が
株
式
移
鉱
い
を
加
え
あ
。

第
六
十
一
一
一
条
第
五
嶋
中
「
の
う
ち
問
項
に
壌
窓
ず
る
滞
金
支
配
関
係
を
有
す
る
も
の
い
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
議
骸

内
閣
法
人
と
の
間
に
連
結
光
全
支
配
関
擦
が
あ
る
連
結
法
人
」
を
「
他
の
内
患
法
人
」
に
、
「
〈
分
割
等
前
事
業
年
度
等
た

お
け
る
連
結
法
人
間
取
引
の
損
益
の
調
整
)
」
を
「
(
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
法
人
の
間
の
取
引
の
損
益
)
」
に
改
め
、

「
又
法
第
八
十
一
条
の
十
第
一
一
明
、
(
連
結
法
人
襲
攻
引
の
損
挫
の
調
整
)
」
を
制
約
り
、
部
門
条
第
九
頃
中
「
適
格
挙
後
設
立
」

を
「
官
級
格
現
物
分
記
い
に
改
め
る
。

鶏 議

ナト十

条
第
五
寝
中
「
、
適
格
現
物
出
紫
又
は
瀦
格
卒
後
設
立
」
を
「
又
は
灘
絡
調
物
出
資
い
に
改
め
る
。

粂
の
一
一
一
第
一
一
頃
中
「
内
閣
法
人
が
し
を
制
的
り
、

「
限
る
。
〉

の
い
を
「
鰻
る
や
〉
は
い
に
、

「
)
と
な
っ
た
い

を
「
)
が
存
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
」
に
、

「
そ
の
受
託
法
人
か
ら
」
を
「
当
該
法
人
課
税
一
信
託
に
係
る
受
託
法
人
は
当
該
受

益
者
に
対
し
」
に
、

「
引
継
ぎ
を
受
け
た
」
を
「
型
経
ぎ
を
し
た
」
に
、

「
当
該
内
患
法
人
」
を
「
当
該
受
託
法
人
」
に
改

め
、
同
条
第
三
壊
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

O 


r 

O 
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前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
問
問
項
の
受
識
者
が
内
国
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
競
悼
文
盤
者
で
あ
る
内
閣
法
人
は
、
持
畑
慣
の

資
一
雄
及
、
ひ
負
債
の
問
壌
に
規
定
す
る
帳
簿
能
額
む
よ
る
引
継
、
ぎ
授
受
け
た
も
の
と
し
て
、
名
事
議
年
度
の
所
得
の
金
額
を

計
算
す
る
。

第
六
十
六
条
第
二
項
中
「
〈
保
険
業
訟
に
規
定
す
る
相
盟
会
社
を
除
く
。
)
」
を
制
的
り
、
同
条
第
六
墳
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。 

市
内
密
法
人
で
あ
る
普
通
法
人
の
う
ち
各
事
業
年
度
終
了
の

は
、
第
二
璃
の
規
定
は
、
適
黒
し
な
い
。

に
お
い
て
次
に
器
、
げ
る
法
人
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て

j¥ ロ イ
保
検
業
法
に
規
定
す
る
相
互
余
社
(
次
口
守
口
に
お
い
て

「
州
知
立
会
社
」

と
い
う
。
)

次
に
掲
げ
る
法
人
と
の
関
に
当
該
法
人
に
よ
る
完
全
文
舵
関
係
が
あ
る
普
遵
法
人

資
本
金
の
額
又
は
出
資
金
の
額
が
五
億
円
以
上
で
あ
る
法
人

抑
制
互
会
社
〈
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
〉

第
出
向
条
の
七
(
受
託
法
人
等
に
関
す
る
こ
の
法
律
の
適
用
)
に
規
定
す
る
受
託
法
人
(
次
号
に
お
い
て

人
い
と
い
う
。
)

ぷ廿〈部川法

( 

( 

九
七



四

九
八

受
託
法
人

第
六
十
七
条
第
一
項
中
「
も
の
を
除
く
。
)
を
い
う
」
を 

わ
の
立
あ
っ
て
は
、
前
条
第
六
項
第
一
一
号
に
掲
げ
る
も
の
に

r

限
る
。
〉
を
い
い
、
鴻
算
中
の
も
の
を
除
く
い
に
改
め
、
問
条
第
一
一
一
項
第
一
号
中
「
又
は
八
万
鶴
訴
事
業
年
版
い
を
制
約
り
、

「
の
規
定
を
議

な
い
で
」

を
「
に
規
定
す
る
資
産
及
び
負
債
の
問
項
に
規
定
す
る
譲
渡
が
な
い
も
の
と
し
て
」
に
改

め
、
同
項
第
五
号
を
問
項
第
六
号
と
し
、
問
問
項
第
四
号
中
「
問
項
第
一
号
に
採
る
部
分
の
金
額
」
を
「
詞
項
第
一
号
に
掲
げ

る
金
額
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
八
条
第
一
理
(
法
人
税
額
等
の
損
金
不
算
入
)

の
規
定
に
よ
り
当
該
事
業
年
度
の
所
得
の
金

額
の
計
算
上
損
金
の
綴
に
算
入
さ
れ
な
い
法
人
税
の
額
放
び
に
当
技
法
人
税
の
搬
に
係
る
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
議
府
県

民
税
及
、
ひ
市
町
村
氏
貌
(
都
民
税
及
び
こ
れ
ら
の
税
に
係
る
均
等
製
を
き
む
。
)
の
額
に
探
る
部
分
の
金
轍
」
に
、

「
開
条

第
二
項
」
を
「
第
二
十
六
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、

同
項
第
三
口
一
乃
の
次
に
次
の
一
口
一
可
を
加
え
る
。

第
二
十
五
条
の
ニ
第
一
項
(
受
漕
益
の
益
金
不
算
入
)

の
規
定
に
よ
り
当
該
事
業
年
諜
の
一
端
得
の
金
欄
の
計
算
上
益

金
の
額
に
算
入
さ
れ
な
か
っ
た
金
額

第
六
十
九
条
第
五
壌
中
つ
滴
格
現
物
出
資
又
は
適
格
事
後
設
立
〈
以
下
こ
の
璃
」
を
「
又
は
適
格
現
物
出
資
〈
以
下
と

の
項
」
に
、

「
遥
格
認
識
再
編
成
」
を
「
適
格
合
併
等
」
に
、

「
、
現
物
出
資
一
法
人
又
は
事
後
設
立
法
人
(
」
を
「
又
は
翠

令-



〔

物
出
資
法
人
(
」
に
改
め
、
問
項
第
一
一
号
を
抑
制
り
、
問
項
第
三
回
守
中
「
適
格
分
社
型
分
割
、
い
を
「
適
格
分
割
又
は
い
に
故

「
又
は
遥
絡
事
後
設
立
」
を
凱
り
、

「
こ
の
号
」
を
「
第
七
項
ま
で
」
に
、

「
適
格
分
社
翠
分
裂
等
」
を
「
適
格
分
割

等
」
に
、

「
、
議
続
出
資
法
人
又
は
事
後
設
立
法
人
」
を
「
又
は
現
物
語
資
法
人
〈
次
項
及
、
び
第
七
項
に
お
い
て
「
分
割
法

人
等
」
と
い
う
。
)
い
に
改
め
、
問
得
後
部
門
市
明
第
…
一
号
と
し
、
同
条
第
ム
ハ
環
中
一
適
格
分
割
、
適
格
現
物
出
資
又
は
適
格
率

後
設
立
〈
以
下
こ
の
理
及
、
ひ
次
項
は
お
い
て
「
議
格
分
割
等
」
と
い
う
。
)
い
を
「
適
格
分
劇
的
等
い
に
、

物
出
資
法
人
又
註
事
後
設
立
法
人
(
次
寝
と
お
い
て
「
分
割
法
人
等
」
と
い
う
。
)
」
を
「
分
裂
誌
人
等
」
に
敬
め
、

第
七
璃
中
「
、
被
現
物
出
資
法
人
又
は
被
事
後
設
立
法
人
」
を
「
又
誌
被
現
物
出
資
法
人
」
に
改
め
、

衆
年
波
又
培
」
そ
制
り
、
間
条
第
八
壊
や
「
漉
絡
線
織
再
編
成
」
を
「
適
格
合
併
等
」
に
改
め
る
。

「
分
割
法
人
、

「
分
割
前
三
年
内
事

第
七
千
条
中
「
第
十
問
一
一
一
十
開
条
の
二
第
一
一
場
」
そ
「
第
釘
一
一
…
ム 

去
条
第
一
積
」
に
改
め
る
。

i

第
七
十
一
条
第
一
項
中
、
一
、
連
結
子
法
人
」
を
「
及
び
連
結
子
法
人
」
に
改
め
、

一
ー
及
、
ひ
連
結
法
人
が
当
諒
連
結
法
人
を

分
説
法
人
と
す
る
分
割
前
型
分
割
を
仔
っ
た
場
合
〈
第
十
五
条
の
二
第
一
一
項
に
規
定
す
る
連
結
義
法
人
事
業
年
度
開
揺
の 

に
E

当
核
分
割
刑
執
分
割
を
行
っ
た
場
合
を
賂
く
。
)
の
当
該
分
割
担
分
類
の
白
の
前
日
の
騰
す
る
事
業
年
度
」
を
削
り
、
雨
模
第

一
ロ
サ
中
「
支
出
す
べ
き
」
を
「
そ
の
普
通
法
人
に
帰
せ
ら
れ
る
」
に
改
め
る
。

九
九

め

!湾
条
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第
七
十
ニ
条
第
五
現
中
「
鰐
七
鴇
及
び
第
十
…
磯
い
そ
ぶ
畑
中
ハ
項
及
び
第
九
噴
い
に
、

「
第
六
璃
」
を
「
第
問
項
い
に
改

め
る
。第

七
十
閉
山
条
第
一
噴
出
ヤ
「
〈
清
算
出
?
の

感
法
人
で
あ
る
普
通
法
人
及
び
清
算
中
の
協
同
組
合
等
そ
除
く
。
)
い
を
制
的

り
、
開
条
第
二
明
中
「
諮
璃
」
そ
「
第
一
一
境
」
に
改
め
、
鰐
項
を
同
条
第
一
一
一
項
と
し
.
問
条
第
一
頃
の
次
に
次
の
一
一
狽
を
加

え
る
。 

清
算
中
の
内
出
法
人
に
つ
き
そ
の
残
余
信
産
が
確
定
し
た
場
合
に
培
、
当
該
内
国
法
人
の
当
該
残
余
財
産
の
確
定
の
日

の
属
す
る
事
業
年
援
に
係
る
前
市
慌
の
議
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
開
問
項
中
「
二
月
以
内
」
と
あ
る
の
は
、

「
一
月
以
内

(
当
該
翌
自
か
ら
一
月
以
内
に
残
余
慰
窪
の
最
後
の
分
霊
又
は
引
渡
し
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、

そ
の
行
わ
れ
る
日
の
前

日
ま
で
)
」
と
す
る
。

第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
、
当
該
各
事
業
年
度
」

の
下
に
「
(
残
余
財
産
の
確
定
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
を
除

く
。
)
」

を
加
え
る
。

第
八
十
条
第
一
項
中
「
当
該
内
罰
法
人
の
連
結
事
業
年
蔑
誕
の
各
事
業
年
度
、
連
締
法
人
で
あ
る
当
該
内
国
法
人
が
連
結

親
法
人
事
業
年
度
(
第
十
五
条
の
ニ
第
一
一
頃
(
連
総
事
業
年
震
の
童
謡
)
に
規
定
す
る
迷
締
親
法
人
事
業
年
度
を
い
う
。
以 


